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一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 

令和５年度事業報告 
自 令和 ５年 ４月 １日 

至 令和 ６年 ３月３１日 

１. 社員総会・理事会等の開催、運営

(1) 定時社員総会の開催

令和５年６月 23 日（金） （ＫＦＣホール）

（出席表決者 8 名・書面表決者 43 名の合計 51 名 ※社員総数 55 名） 

次の３議案が付議され、原案のとおり承認された。 

第１号議案 令和４年度事業報告(案)に関する件 

第２号議案 令和４年度決算報告(案)に関する件 

第３号議案 役員の選任(案)に関する件 

(2) 理事会の開催

第 1 回理事会

令和５年６月１日（木） （オンライン開催） 

次の４議案が付議され、原案のとおり承認された。 

第１号議案 令和４年度事業報告（案）に関する件 

第２号議案 令和４年度決算報告（案）に関する件 

第３号議案 役員候補者の選任（案）に関する件 

第４号議案 令和５年度収支予算に関する件 

第２回理事会 

令和５年９月８日（金）～15 日（金）（書面開催） 

次の議案が付議され、原案のとおり承認された。 

第１号議案 

謝金等の支給に関する規則の変更（案）に関する件 

第３回理事会 

令和６年３月５日（火） （TKP 品川カンファレンスセンター） 

次の２議案が付議され、原案のとおり承認された。 

第１号議案 令和６年度事業計画（案）に関する件 

第２号議案 令和６年度収支予算（案）に関する件 

(3) 正副理事長会議の開催

令和６年２月 26 日（月） （オンライン開催）

次の事項について検討が行われた。

（１）令和５年度活動状況について

５．令和５年度事業報告
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（２）令和５年度収支報告について

（３）令和６年度事業計画（案）について

（４）令和６年度収支予算（案）について

(4) ブロック長会議の開催

各地域における活動活性化に向けて、他ブロックでの取組内容や好事例等の情報共有を図

る場としてブロック長会議を開催した。また、厚生労働省 老健局 高齢者支援課による制度改

正にかかる特別講演会に併せて、選択制導入等に対応する、ふくせん版福祉用具サービス計画

書・モニタリング様式の見直しについて報告を行った。 

日時：令和６年２月 28 日（水） 場所：ビジョンセンター品川（オンライン併用） 

内容：（１）令和５年度ブロック活動報告について 

（２）ブロック活動報告書式と活動費の請求について

（３）令和６年度代議員制度について

（４）令和５年度ブロック活動報告及び令和６年度ブロック活動活性化に向けた

取り組みについて

（５）情報交換・事務局への要望等について

２. 委員会等の設置・開催

(1) 第４回福祉用具専門相談員研究大会実行委員会の開催

令和５年６月 22 日（木）にオンライン併用で開催された「第４回福祉用具専門相談員研究大会

（日本福祉用具供給協会との共催）」に向けて、各協力団体並びに担当者との連携、調整を図る

ための実行委員会を６回開催した。 

３. 研究・研修に関する活動

(1) 令和６年度介護保険制度改正等に関する特別講演会の開催

令和６年度より導入される福祉用具貸与・販売の選択制など介護保険制度における福祉用具

貸与・特定福祉用具販売にかかる福祉用具専門相談員の提供実務や役割等についての特別

講演会を 10 回開催し、2,145 名が受講した。 

内容：令和６年度介護保険制度改正（福祉用具関係）について 

講師：厚生労働省 老健局 高齢者支援課 福祉用具・住宅改修指導官 ご担当者 様 

開催日 エリア 会場 実施主体 参加人数 

令和６年２月 20 日（火） - オンライン開催 日本福祉用具供給協会 

共催 

836 名 

令和６年２月 22 日（木） - オンライン開催 日本福祉用具供給協会 

共催 

678 名 

令和６年２月 28 日（水） 関東会場 

（東京都） 

ビジョンセンター品川 

（オンライン併用）

本会主催 110 名 

令和６年３月４日（月） 四国会場 

（香川県） 

サンメッセ香川 日本福祉用具供給協会 

共催 

40 名 

令和６年３月７日（木） 関東会場 

（神奈川県） 

ウィリング横浜 日本福祉用具供給協会 

共催 

55 名 
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令和６年３月８日（金） 関西会場 

（大阪府） 

大阪府社会福祉会館 

（オンライン併用）

日本福祉用具供給協会 

共催 

174 名 

令和６年３月 12 日（火） 北陸会場 

（富山県） 

株式会社スリーティ 

運輸 砺波営業所 

本会主催 28 名 

令和６年３月 15 日（金） 東北会場 

（宮城県） 

株式会社ジェー・シ

ー・アイ本社 

日本福祉用具供給協会 

共催 

41 名 

令和６年３月 23 日（土） 鹿児島県 かごしま県民交流セ

ンター

本会主催 85 名 

令和６年３月 26 日（火） 北海道 協同組合札幌総合卸

センター

日本福祉用具供給協会 

協力 

98 名 

(2) 施設や在宅におけるテクノロジー（介護ロボット・ＩＣＴ等）の活用に関する研修会の開催

介護ロボットや ICT 技術を活用した介護環境、及び福祉用具専門相談員や在宅・施設職員の

生産性向上に関する研修会を開催した。 

【第 1 回】介護フェス in 富山 2023 

開催日 ブロック名 会場 内容 講師 

令和５年 10 月 19 日（木） 富山県 

ブロック 

株式会社スリーティ 

運輸 砺波営業所 

介護ロボットが変え

る介護の未来 

舟田 伸司 氏

（富山県介護福

祉士会会長） 

福祉用具専門相談

員の今後の展望と

課題 

岩元 文雄 

（本会 理事長） 

介護ロボット＆ 

介護 ICT 導入と今

後の展望 

金沢 善智 

（本会 理事） 

講演と併せて本会賛助会員等による展示会を開催 

【第２回】千葉県福祉機器展 2023  

国立研究開発法人産業技術総合研究所主催のワークショップへの協力 

開催日 エリア 会場 内容 講師 

令和５年 11 月 18 日（土） 千葉県 千葉県福祉ふれあい 

プラザ 

見守りセンサー等に

関する講演会 

本会職員 

未来の介護「つなが

る」技術のＣＭを作ろ

う グループワーク 

ファシリテーター

として本会職員

が参加 

(3) 高齢者虐待防止等に関する研修会の開催

令和３年度介護保険制度改正により義務づけられた高齢者虐待防止の推進や、令和６年度

介護保険制度改正により見直しが行われる身体的拘束等の適正化の推進に関する研修会を 

開催し 148 名が受講した。 

日時：令和６年３月 15 日（金） 

場所：オンライン開催 
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内容：高齢者虐待の防止と身体拘束ゼロに向けて 

講師：金沢 善智（本会 理事） 

(4) 福祉住環境整備に関する研修会の開催

福祉住環境コーディネーター、福祉用具専門相談員に対してオンラインによる研修会を６回開

催し 456 名が受講した。 

また、１月開催の第４回研修会では、福祉住環境コーディネーター検定試験合格者の中で、

本研修会に申込された 270 名を招待し、本会の案内と入会促進を図る機会とした。 

講師:勝田 由美子（本会 理事） 

開催日 内容 参加者 

第 1 回 

令和５年 10 月 17 日（火） 

住環境整備の現場では 

現調の時に必要なことは？ 

95 名 

第２回 

令和５年 11 月 21 日（火） 

現調の時に必要な技術 

アセスメント力 ICF の考え方をアセスメントに生かす！

85 名 

第３回 

令和５年 12 月 14 日（木） 

現調の時に必要な建築知識！ 

尺貫法、建築構造、図面の基本 etc 

３次元を２次元に！見取り図を描くために 

64 名 

第４回 

令和６年１月 23 日（火） 

住宅改修のセオリー 

たかが手すり！されど手すり！  

身体の動き（バイオメカニクス）をもとに。 

95 名 

(270 名) 

第５回 

令和６年２月 15 日（木） 

認知症のための住環境整備 

事例検討：認知症の住環境整備を考える！ 

71 名 

第６回 

令和６年３月 12 日（火） 

見積もり提出の時のポイント 

わかりやすいプレゼンテーション 

わかりやすくプランをアピール！ 

46 名 

(5) 動画配信サービスやオンライン研修会・商品説明会等の開催

令和６年２月８日（木）より福祉用具サービスハンドブック認知症編の動画配信を開始した。

講師：医療法人大誠会 介護老人保健施設 大誠苑 藤生 大我 氏（ハンドブック監修者） 

(6) 福祉用具専門相談員更新研修（ふくせん認定）の普及・開催

本年度、福祉用具専門相談員更新研修を３回開催し 46 名が受講した。（累計 24 回：457 名）

開催日 会場 参加者 

第 1 回 

令和５年７月 20 日（木）～22 日（土） 

オンライン 12 名 

第 2 回 

令和５年 11 月 17 日（金）～19 日（日） 

オンライン 21 名 

第３回 

令和６年３月 14 日（木）～16 日（土） 

オンライン 13 名 
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(7) 第４回福祉用具専門相談員研究大会の開催

福祉用具専門相談員が取り組んだ研究結果や好事例等の発表機会を提供することにより、福

祉用具専門相談員の専門性を高めることを目的として、令和５年６月 22 日（木）に「第４回福祉用

具専門相談員研究大会（日本福祉用具供給協会との共催）」を開催した。 

【 日 時 】 令和５年６月 22 日（木） （オンライン併用） 

【 場 所 】 KFC ホール（東京都） 

【 大 会 テ ー マ 】 持続可能な介護保険制度に向けた福祉用具サービスの役割 

～福祉用具サービスにおける科学的な介護の実践～ 

【 大 会 長 】 小野木 孝二氏 （日本福祉用具供給協会 理事長） 

【 副 大 会 長 】 記虎 孝年 （本会 理事） 

【 実 行 委 員 長 】 米本 稔也 （本会 理事） 

【 大 会 顧 問 】 幸田 正孝 （本会 特別顧問） 

山内 繁 （本会 特別顧問） 

【倫理委員会委員長】 白澤 政和 （本会 理事） 

【査読委員会委員長】 東畠 弘子 （本会 理事） 

【 基 調 講 演 】 田中 滋 氏 （公益大学法人 埼玉県立大学 理事長） 

【 参 加 者 等 】 1,319 名参加、演題 38 テーマ、協賛広告 35 社、展示協賛 10 社等 

(8) ハンドル形電動車椅子の安全利用講習会の開催

令和２年度に実施した老健事業「ハンドル形電動車椅子の安全利用に係る調査研究事業」に

基づく安全利用講習会を５回開催し 88 名が受講した。 

開催日 ブロック名 会場 参加人数 

令和５年 ７月 28 日（金） 兵庫県 一般財団法人ＪＡＳＰＥＣ 20 名 

令和５年 12 月６日（水） 埼玉県 エイジライフ株式会社美女木センター 20 名 

令和６年 ２月 15 日（木） 滋賀県 滋賀県立長寿社会福祉センター 10 名 

令和６年 ２月 21 日（水） 宮城県 株式会社ジェー・シー・アイ本社 27 名 

令和６年 ３月６日（水） 石川県 金沢福祉用具情報プラザ 11 名 

(9) 福祉用具サービス計画作成ＳＶ（スーパーバイザー）養成研修の開催

「福祉用具サービス計画」の指導を担うスーパーバイザー（福祉用具専門相談員）の養成研修

を２回開催し２３名が受講した。 

開催日 エリア 会場 参加人数 

令和５年 11 月８日（水）、 

11 月 10 日（金） 

東京都 株式会社ヤマシタ 練馬営業所 ５名 

令和６年１月 24 日（水）、 

１月 26 日（金） 

大阪府 パラマウントベッド株式会社 

大阪支社 

18 名 

(10)介護サービス情報の公表に対応する必要な研修等の開催

事業者に求められている認知症やプライバシーの保護の取り組み等に関するストリーミング配

信による研修会を開催し 48 名が受講した。 
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(11)スキルアップセミナー・タウンミーティングの開催支援

委託事業として、主にＦＪＣ会員を対象としたタウンミーティングの開催を支援した。（２回開催：

受講者合計 104 名） 

【タウンミーティング】 

開催日 実施主体 会場 内容 講師 参加 

人数 

令和５年７月 21 日（金） 一般社団法人 

生涯現役ハウ

ス 

横浜市庁舎 

（オンライン併

用） 

居住支援の新た

な 

展開 

生涯現役 

ハウス

持 田  昇 一 

氏 

62 名 

令和５年９月 16 日（土） 高槻福祉住環

境コーディネー

ター

連絡協議会 

オンライン 認知症と住環境 

について  

株式会社 

バリオン 

金沢 善智 

（本会 理事） 

42 名 

(12)各種認定研修の開催支援

福祉用具プランナー更新時に必要な「リフトリーダー養成研修」について、各ブロックにおける

開催を支援した。（３回開催：受講者数合計 72 名） 

講師: 市川 冽 氏（福祉技術研究所株式会社 代表取締役） 

開催日 ブロック名 会場 参加人数 

令和５年 11月 16日（木）～17日（金） 山形県 鶴岡市勤労者会館 21 名 

令和５年 11月 21日（火）～22日（水） 新潟県 新潟県健康づくりスポーツ医科学 

センター

24 名 

令和５年 12 月４日（月）～５日（火） 滋賀県 滋賀県立長寿社会福祉 

センター

27 名 

(13)補装具費支給制度に関する研修会の開催

補装具の役割や支給制度等について、福祉用具専門相談員や介護支援専門員を対象に研

修会を開催し 33 名が受講した。 

日時：令和６年３月２日（土）  

場所:福岡市市民福祉プラザ 

内容:おさえておきたい補装具費支給制度のポイント 

～補装具を効果的に使い続けるために～ 

講師:横浜市総合リハビリテーションセンター センター長 高岡 徹 氏 

実施主体：日本福祉用具供給協会との共催 

(14)ブロック主催各種研修会の開催支援

ブロック主催で行なう各種研修会の開催支援を行った。

※別紙令和５年度ふくせんブロック活動実績一覧参照
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４. 会員、組織に関する活動

(1) 会員増強活動

前年度の新規入会者数に比例したブロック活動費への追加を行った。

(2) 各ブロックの運営支援

各地域の会員の交流や各種研修会等のブロック活動の開催支援を行った。

(3) ブロック未設置地域への活動

ブロック未設置の北海道エリアにおいて、令和６年度介護保険制度改正等に関する特別講演

会を開催し、９８名が受講した。併せて本会の案内及び入会の促進を図った。 

日時：令和６年３月 26 日（火）  

場所：協同組合札幌総合卸センター 

(4) 賛助会員制度の充実と入会促進

動画配信や各種研修会等を通じて正会員及びＦＪＣ会員との情報交換の場を提供した。

【令和５年度新規入会】 

・コニカミノルタＱＯＬソリューションズ株式会社

・タカノ株式会社

・株式会社バイオシルバー

・株式会社ヤックスケアサービス

・ペルモビール株式会社

【令和５年度退会】 

・株式会社テクノスジャパン

(5) ふくせんレポートの発行

ふくせんレポート通常版を４回・号外版を５回発行した。

発行日 通常版 内容 

令和５年４月 12 日（水） 第 14 号 ・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議

・ブロック活動報告

・バリアフリー2023／福祉用具専門相談員研究大会

・衆議院議員厚生労働委員会にて物価高騰に対する支援や

福祉用具貸与計画書等の書式統一に関して古屋 範子議員

が質疑・要望

令和５年６月 12 日（月） 第 15 号 ・理事長挨拶

・バリアフリー2023

・第４回福祉用具専門相談員研究大会等

令和５年８月２日（水） 第 16 号 ・令和５年度定時社員総会

・第４回福祉用具専門相談員研究大会

・住宅改修事例 「トイレ・洗面所・浴室のバリアフリー工事」

・令和５年度第一四半期ブロック活動報告
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令和６年１月 31 日（水） 第 17 号 ・新年にあたり理事長挨拶

・令和 6 年度介護保険制度改正

・国際福祉機器展 H.C.R.2023 ふくせんシンポジウム

・公明党福祉用具議員懇話会が H.C.R. を見学

・令和５年度ブロック活動

発行日 号外版 内容 

令和５年７月 28 日（金） - 第７回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目の 

あり方検討会 

令和５年９月５日（火） - 第８回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目の 

あり方検討会 

～貸与と販売の選択制導入にかかる議論本格化～ 

令和５年 11 月２日（木） - 第９回介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目の 

あり方検討会 

～一部貸与種目・種類における貸与と販売の選択制導入が大

筋で合意～ 

令和５年 11 月 21 日（火） - 第 231 回社会保障審議会介護給付費分科会 

～貸与と販売の選択制の導入、上限価格の改定のあり方等が

大筋で合意～ 

令和６年３月 15 日（金） - 令和５年度第１回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会 

～介護保険における種目に係る検討 ・福祉用具の選定の判

断基準の見直しに係る検討～ 

５. 政策提言、関係機関・団体に関する活動

(1) 国に対する政策提言に関する活動

国際福祉機器展 H.C.R.2023 に来場された公明党福祉用具議員懇話会所属の国会議員視

察団を賛助会員出展ブースへ案内するとともに、制度改正等に関する意見交換を実施した。 

６. 福祉用具専門相談員の研修ポイント制度の実施

(1) 研修認証委員会の開催、認証結果・開講情報等の公表

研修認証委員会を２ヶ月に１回程度開催し、認証結果・研修の開講情報等をホームページで

公表し８９件の研修を認証した。令和５年度は、新規登録者１名、登録者総数は 266 名となった。 

７. 広報に関する活動

(1) ホームページ

厚生労働省が発出する福祉用具に係る重大製品事故に関する情報や各種事務連絡、本会

や各ブロックが開催する研修会、福祉用具専門相談員指定講習会の開催案内に関する情報発

信を行った。 

(2) メールマガジン

会員限定サービスとして、介護保険最新情報や各種研修会の案内等についてお知らせメー

ルを令和５年度 173 本送信した。
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(3)ふくせんチャンネル

賛助会員が作成している商品説明等の動画を令和５年度 23 社 101 本配信した。

令和６年３月末チャンネル登録者数 810 名・開設時からの総再生数約 4.4 万回。

(4)バリアフリー展 2023へのブース出展・イベント開催

日時：令和５年４月 19 日（水）～21 日（金）

内容：ふくせんセミナー

「令和５年度老健事業から紐解く、福祉用具貸与における PDCA サイクル推進の確立と多職

種連携への取り組み」

(5)国際福祉機器展 H.C.R.2023へのブース出展・イベント開催

日時：令和５年９月 27 日（水）～29 日（金）

内容：ふくせんシンポジウム

「PDCA サイクルの好循環を生み出す改編版ふくせんサービス計画書の解説」

(6) 「認知症基礎知識及び福祉用具利用時に注意すべきポイント集」の制作および配布

東京都民共済生活協同組合、こくみん共済 coop(全労済)からの助成金をもとに、「認知症基

礎知識及び福祉用具利用時に注意すべきポイント集」を制作し全会員に配布した。 

８. 調査に関する活動

(1) 令和５年度厚生労働省老健事業への取り組み

「福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直しに向けた調査研究事業」 

（令和５年度 老人健康増進等事業：補助金 16,000 千円） 

平成 27 年以降はカリキュラムの見直しが実施されていない福祉用具専門相談員指定講

習カリキュラムについて、「社会保障審議会介護給付費分科会」や「介護保険制度における

福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」において、福祉用具の利用安全の促進、福祉用

具専門相談員に必要な能力の向上等の観点から、見直しについての指摘がなされている。 

このような経緯等を踏まえ、各科目における目的、到達目標、内容等といったコア・カリキュ

ラム（案）を作成する有識者による検討会を開催した上で、各指定講習実施者や福祉用具貸

与事業所に対するアンケートを通じた指定講習の実態や課題を把握し、指定講習カリキュラ

ムに加えるべき事項、講師の要件等について検討を行い、取りまとめをおこなった。

(2) 世田谷区福祉用具訪問調査への協力

世田谷区が介護給付適正化事業として行っている福祉用具販売に係る訪問調査において、

本会正会員が調査員として区担当者が行う指導・助言への補助を行っており、令和５年度も引き

続き協力を行った。 

以 上 
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1.重任理事・監事の候補者（案）

【理事】 19名

秋山 祐治 川崎医療福祉大学 副学長 

岩元 文雄 株式会社カクイックス ウィング 代表取締役社長 

大熊 由紀子  元朝日新聞論説委員 大阪大学大学院元教授 

勝田 由美子 一般社団法人ワイズ住環境研究所 代表理事 

金沢 善智 株式会社バリオン 代表取締役 

黒岩 嘉弘  公益財団法人テクノエイド協会 常務理事 

後藤 憲治 一般社団法人日本福祉用具供給協会 専務理事 

酒井 強志 株式会社サカイ･ヘルスケアー 代表取締役 

白澤 政和 国際医療福祉大学大学院 医療福祉学分野 教授 

鈴木 みどり 株式会社トップコーポレーション 代表取締役社長 

中川 敬史 株式会社ライフ・テクノサービス 代表取締役社長 

英  裕雄 医療法人社団三育会 新宿ヒロクリニック 院長 

濵田 和則 一般社団法人日本介護支援専門員協会 副会長 

東畠 弘子 国際医療福祉大学大学院 福祉支援工学分野 教授 

松井 一人 公益社団法人日本理学療法士協会 理事 

山下 和洋 株式会社ヤマシタ 代表取締役社長 

米本 稔也 フランスベッド株式会社 メディカル事業本部
副本部長 兼 メディカル東日本事業部長

渡邉 愼一 一般社団法人神奈川県作業療法士会 顧問

【監事】 ２名 

井澤 わかな ANESYS法律事務所 

海田 尚広 有限会社アイフルケア 代表取締役  

2.新任理事の候補者（案） ４名

大信田 和義 株式会社ジェー・シー・アイ 代表取締役社長 

片桐 正康 株式会社トーカイ 執行役員 シルバー事業本部長 

城戸口 隆俊 東京商工会議所 検定事業部長 

久留  善武 一般社団法人シルバーサービス振興会 常務理事 

福田 光正 公益社団法人関西シルバーサービス協会 副理事長 

3.退任理事 ４名 

片野 雅史 株式会社トーカイ 執行役員 シルバー事業推進担当本部長 

記虎 孝年 公益社団法人関西シルバーサービス協会 理事長 

清水 繁 東京商工会議所 検定事業部長 

中井 孝之 一般社団法人シルバーサービス振興会 常務理事 

福田 裕子 株式会社サンメディカル  

（敬称略、五十音順） 

第２号議案　役員の選任(案）に関する件
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１．令和６年度収支予算

17

fukushima.tomohiko
????????
報告資料



18



一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 

令和６年度事業計画 

令和６年度基本方針 

1. 福祉用具専門相談員の自己研鑽に向けた環境整備を推進するため、オンラインを活用した研

修会や動画配信等を取り入れながら、会員間の交流機会を更に促進するため、集合形式によ

る研修会を中心として開催し、福祉用具専門相談員の資質向上に貢献する。

2. 福祉用具専門相談員研究大会の共催団体として、福祉用具専門相談員が取り組んだ研究結

果や好事例に対する発表機会を提供することで、科学的介護及び PDCA サイクル推進を促進

し、福祉用具専門相談員の専門性を高め、資質向上を図る。

3. 正会員及びＦＪＣ会員の増強と全国組織化を推し進めるとともに、活発なブロック活動に必要な

支援等を行い、職能団体としての地位向上に資する活動を展開する。ブロック未設置の 10 道

県に対し、ブロック設立に向けた活動を行う。

4. 賛助会員と正会員及びＦＪＣ会員の交流が定期的且つ効果的に図れるよう、各種イベントや研

修、広報など様々な活動を通じて、情報交換等の場を設定する。

5. 正会員及びＦＪＣ会員に向けた住環境に関する研修機会の確保や、福祉住環境コーディネータ

ー検定試験合格者に対する本会への告知等の実施を通じて、住環境整備に関する資質向上

に寄与する。

6. 会員ニーズを把握するとともに、政策や制度の動向を注視し適切な対応を図り、必要に応じ適

時提言等を行う。

１. 社員総会・理事会等の開催、運営

(1) 定時社員総会の開催

令和６年６月 20 日（木）に定時社員総会を開催し、定款に定める必要な決議事項について審

議を求める。 

(2) 理事会の開催

本会の適正な事業運営に資する業務執行の決定を行うため理事会を開催する。 

(3) 正副理事長会議の開催

理事会の開催に先立ち、理事会に諮る議案等を協議するため正副理事長会議を開催する。 

(4) ブロック長会議の開催

各地域における活動活性化に向けて、他ブロックでの取組内容や好事例等の情報共有を図

る場としてブロック長会議を開催する。 

２．令和６年度事業計画
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２. 委員会等の設置・開催

(1) 福祉用具専門相談員更新研修（ふくせん認定）普及推進検討委員会の開催

福祉用具専門相談員更新研修（ふくせん認定）の更なる普及推進を図るため、一部の福祉用

具に係る貸与と販売の選択制導入に向けた対応、研修修了者に向けた資格の名称、各都道府

県の研修実施機関との課題、さらに業務経歴 3 年未満の福祉用具専門相談員に関する研修の

必要性等について検討する委員会を開催する。 

(2) 福祉用具サービス計画作成 SV（スーパーバイザー）養成研修検討委員会の開催

SV 養成研修の課題整理と改善策検討、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入に

向けた対応を踏まえたカリキュラム等の見直し、フォローアップ研修等の検討のため委員会を開

催する。 

(3) 福祉用具専門相談員の研修ポイント制度の今後の在り方に関する検討委員会の開催

平成 23 年度の老人保健健康増進等事業による「福祉用具専門相談員の研修ポイント制度の

調査研究事業」以降本会にて実施してきた研修ポイント制度に関して、今後の在り方に関する検

討委員会を開催する。 

(4) 第５回福祉用具専門相談員研究大会実行委員会及び第６回福祉用具専門相談員研究大会実

行委員会の開催

令和６年６月 19 日（水）にオンライン併用で開催する「第５回福祉用具専門相談員研究大会

（日本福祉用具供給協会との共催）」に向けて、各協力団体並びに担当者との連携を図るととも

に、第６回研究大会に向けた検討を行うための実行委員会を開催する。 

３. 研究・研修に関する活動

(1) 第５回福祉用具専門相談員研究大会の開催

福祉用具専門相談員が取り組んだ研究結果や好事例等の発表機会を提供することにより、福

祉用具専門相談員の専門性を高めることを目的として、令和６年６月 19 日（水）に「第５回福祉用

具専門相談員研究大会（日本福祉用具供給協会との共催）」を開催する。 

【 日 時 】 令和６年６月 19 日（水） （オンライン併用） 

【 場 所 】 千里ライフサイエンスセンター（大阪府） 

【 大 会 テ ー マ 】 未来を支える福祉用具サービスの可能性 

～ご利用者が自分らしく生きていくための 

福祉用具専門相談員の使命と役割～ 

【 大 会 長 】 記虎 孝年 （本会 理事） 

【 実 行 委 員 長 】 鈴木 みどり （本会 理事） 

【 大 会 顧 問 】 幸田 正孝 （本会 特別顧問） 

山内 繁 （本会 特別顧問） 

【倫理委員会委員長】 白澤 政和 （本会 理事） 

【査読委員会委員長】 東畠 弘子 （本会 理事） 

【 基 調 講 演 】 筒井 孝子 氏 （兵庫県立大学大学院 社会科学研究科 教授） 
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(2) 福祉用具専門相談員更新研修（ふくせん認定）の開催

研修会の開催、指定講習機関へのＰＲ活動並びに開催支援を行い、全国的に研修修了者を

増やし、制度改正に向けた準備を行う。 

(3) 福祉用具サービス計画作成ＳＶ（スーパーバイザー）養成研修の開催

「福祉用具サービス計画」の指導を担うスーパーバイザー（福祉用具専門相談員）の養成研修

を開催する。 

(4) ハンドル形電動車椅子の安全利用講習会の開催

令和２年度老健事業において実施した「ハンドル形電動車椅子の安全利用に係る調査研究

事業」に基づいた安全利用講習会を開催する。 

(5) 福祉住環境整備に関する研修会の開催

福祉住環境コーディネーターや福祉用具専門相談員に対して福祉住環境整備に関する研修

会を開催する。 

(6) 高齢者虐待防止等に関する研修会の開催

令和３年度介護保険制度改正により義務付けられた高齢者虐待防止の推進や、令和６年

度介護保険制度改正により見直しが行われる身体的拘束等の適正化の推進に関する研修

会を開催する。 

(7) 動画配信サービスの実施

会員向けの福祉用具サービスハンドブックの解説などの動画配信サービスを行う。 

(8) オンライン研修会・商品説明会等の開催

賛助会員からの商品説明会や、介護ロボット・ＩＣＴ等のテクノロジー活用に関する展示会及び

研修会を開催する。 

(9) 介護サービス情報の公表に対応する必要な研修等の開催

事業所に求められている認知症やプライバシーの保護の取り組み等に関するストリーミング配

信形式の研修会を開催する。 

(10)スキルアップセミナー・タウンミーティングの開催支援

委託事業として、主にＦＪＣ会員を対象に開催されるスキルアップセミナーやタウンミーティング

等の開催を支援する。 

(11)各種認定研修の開催支援

福祉用具専門相談員の自己研鑽を支援し、研修機会の確保を図るため、各ブロックが福祉用

具プランナー更新時に必要な「リフトリーダー養成研修」等を円滑に開催できるように支援する。 

(12)ブロック主催各種研修会の開催支援やブロック会員と賛助会員との交流支援

ブロック主催で行なう各種研修会の開催やブロック会員と賛助会員との交流を支援する。 
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(13)関連団体との各種研修会の開催支援

福祉用具への関連がある各種団体とブロックとの合同研修会等の開催を支援する。 

４. 会員、組織に関する活動

(1) 会員増強活動

前年度の新規入会者数に比例したブロック活動費への追加を行う。

(2) ＦＪＣ会員の入会促進

福祉住環境コーディネーター検定試験合格者に向けた研修会を新たに開催し、情報発信を

行うことで本会への入会に繋げる取り組みを行う。 

(3) 各ブロックの運営支援

各地域の会員の交流や各種研修会等のブロック活動を支援する。 

(4) 新規ブロックの設立

ブロック未設置の 10 道県に対して、理事やブロック役員と協議しながらブロック設立に関する

準備を順次進めていく。 

(5) 賛助会員制度の充実と入会促進

動画配信や各種研修会等を通じて正会員及びＦＪＣ会員との情報交換の場を提供する。 

(6) ふくせんレポートの発行

ふくせんレポート通常版を年３回程度発行する。加えて制度改正動向に関する号外版を適宜

発行する。 

５. 政策提言、関係機関・団体に関する活動

(1) 国に対する政策提言に関する活動

福祉用具専門相談員の資質向上、専門性確保に向けた政策提言を行なう。 

(2) 他の職能・事業者の全国組織等との連携

会員への情報発信や合同研修の機会確保に努める。 

(3) 各ブロックと都道府県・市区町村との連携強化支援

各ブロックと都道府県、市区町村との情報交換等の連携強化を支援する。 

６. 福祉用具専門相談員の研修ポイント制度の実施

(1) 研修認証委員会の開催、認証結果・開講情報等の公表

研修認証委員会を２ヶ月に１回程度開催し、認証結果・研修の開講情報等をホームページで

公表する。 
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７. 広報に関する活動

(1) ホームページによる情報発信の充実

厚生労働省が発出する福祉用具に係る重大製品事故に関する情報や各種事務連絡、本会

や各ブロックが開催する研修会、福祉用具専門相談員指定講習会の開催案内に関する情報発

信を行う。 

(2) お知らせメールによる情報発信の充実

会員限定サービスとして、介護保険最新情報や各種研修会の案内等についてお知らせメー

ルの配信を行う。

(3) ふくせんチャンネルによる情報発信の充実

ふくせんチャンネルにおいて、賛助会員が作成している商品説明等の動画配信を行う。 

(4) バリアフリー展 2024 への出展・イベント開催

日時：令和６年４月 17 日（水）～19 日（金） 

(5) 国際福祉機器展 H.C.R.2024 への出展・イベント開催

日時：令和６年 10 月２日（水）～４日（金） 

(6) 「アセスメント・モニタリング時のＡＤＬ・身体状況にかかる調査項目及び評価等の解説集」の制

作および配布

東京都民共済生活協同組合、こくみん共済 coop(全労済)からの助成金をもとに、「アセスメン

ト・モニタリング時のＡＤＬ・身体状況にかかる調査項目及び評価等の解説集」を制作し、全会員

に配布する。

(7) 10 月１日「福祉用具の日」協賛イベントへの協力実施

「福祉用具の日」推進協議会が、厚生労働省、経済産業省の後援を得て、福祉用具法の施行

日である 10 月１日を「福祉用具の日」として全国的に展開している福祉用具の普及・啓発活動に

賛同し、協賛イベントを実施する。 

(8) 各種テキスト等発行の検討

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入に向けた対応等、介護保険制度の改正内容

に対して、各種テキスト等の発行や内容の一部見直し等を検討する。 

８. 調査に関する活動

(1) 令和６年度厚生労働省老健事業への取り組み

昨年度に引き続き厚生労働省老人保健健康増進等事業に申請を行い、福祉用具専門相談

員の資質向上に向けた調査・研究事業に取り組む。 

(2) 世田谷区福祉用具訪問調査への協力

世田谷区が介護給付適正化事業として行っている福祉用具販売に係る訪問調査において、

本会正会員が調査員として区担当者が行う指導・助言への補助を行っており、令和６年度も引き

続き協力を行う。 

以 上 
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３.ふくせん新規入会・退会・会員数の推移
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賛助会員入退会状況

令和５年度 新規入会／５社 

・コニカミノルタＱＯＬソリューションズ株式会社

・タカノ株式会社

・株式会社バイオシルバー

・株式会社ヤックスケアサービス

・ペルモビール株式会社

令和５年度 退会会員／１社 

・株式会社テクノスジャパン

＜賛助会員一覧＞ 

株式会社モルテン／株式会社ケープ／シーホネンス株式会社／株式会社松永製作

所／公益財団法人テクノエイド協会／株式会社カワムラサイクル／株式会社幸和

製作所／アロン化成株式会社／パナソニックエイジフリー株式会社／株式会社社

会保険研究所／株式会社ミキ／パラマウントベッド株式会社／日進医療器株式会

社／株式会社ランダルコーポレーション／株式会社タイカ／ＫＤＤＩ株式会社／

株式会社島製作所／豊通オールライフ株式会社／株式会社ウェルファン／株式会

社イーストアイ／株式会社星光医療器製作所／徳武産業株式会社／矢崎化工株式

会社／株式会社ウィズ／パラマウントケアサービス株式会社／中央法規出版株式

会社／株式会社シコク／株式会社スマート／株式会社タマツ／RT.ワークス株式会

社／小宮山印刷株式会社／株式会社プラッツ／シンエイテクノ株式会社／積水ホ

ームテクノ株式会社／株式会社ニシケン／東京商工会議所／株式会社モリトー／

／株式会社 ZIPCARE／TOPPAN 株式会社／株式会社ジェイテクト／株式会社ヤ

マシタ／コニカミノルタQOLソリューションズ株式会社／タカノ株式会社／株式

会社バイオシルバー／株式会社ヤックスケアサービス／ペルモビール株式会社

（申込順・46社 114口 令和６年 5月１日現在） 

以上 

４．賛助会員入退会状況
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５．ブロック別令和５年度新規入会者数及び

令和６年度ブロック活動費
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【特別顧問】 ３名 

幸田 正孝 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 顧問 

樋口 恵子 NPO法人高齢社会をよくする女性の会 理事長  

山内 繁  NPO法人支援技術開発機構理事長 

【顧問】 ３名 

荒井 祐子 有限会社スマイルケア 取締役会長 

酒井 博人 綜合メディカル株式会社 取締役会長 

（新任）福田 裕子 株式会社サンメディカル 相談役 

【退任した顧問】 １名 

畔上 加代子 株式会社エイゼット 代表取締役 

（敬称略、五十音順） 

１．特別顧問、顧問について
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令和６年４月 30日 現在 

氏 名 所 属 

青森県ブロック長 黒澤  宗男 有限会社くろはん 

岩手県ブロック長 福田  裕子 株式会社サンメディカル 

宮城県ブロック長 伊藤  崇 株式会社蔵王サプライズ 

秋田県ブロック長 阿部  翔 株式会社かんきょう 

山形県ブロック長 玉津  弘之 株式会社タマツ 

福島県ブロック長 寺島  幸紀 株式会社同仁社 

茨城県ブロック長 江幡  卓司 株式会社ロングライフ 

埼玉県ブロック長 中田  敏弘 株式会社ナカウエ 

千葉県ブロック長 前野  由美 株式会社ボーソー 

東京都ブロック長 水越  良行 株式会社ヤマシタ 

神奈川県ブロック長 熊澤  啓 株式会社柴橋商会 

新潟県ブロック長 武藤  大希 さくらメディカル株式会社 

富山県ブロック長 瀧澤  香里 株式会社ハピネス 

石川県ブロック長 川岸  誠 株式会社トミキライフケア 

福井県ブロック長 端野  一成 ネクスタス株式会社

山梨県ブロック長 廣瀬  智 有限会社グッドケアー 

岐阜県ブロック長 長村  吉章 株式会社美濃庄 

静岡県ブロック長 鈴木  陽平 有限会社銀のすず 

三重県ブロック長 中川  敬史 株式会社ライフ・テクノサービス 

滋賀県ブロック長 村椿  均 医療法人輝生会 福祉用具貸与事業所 

京都府ブロック長 中川  宏實 安心ライフ株式会社 

大阪府ブロック長 酒井  博人 綜合メディカル株式会社 

兵庫県ブロック長 浦野  徳也 株式会社ポート・リハビリサービス 

奈良県ブロック長 西浦  忠彦 株式会社イカリトンボ 

和歌山県ブロック長 浜垣  英司 株式会社大黒ヘルスケアサービス 

鳥取県ブロック長 長尾  哲朗 株式会社ハピネライフ一光 

岡山県ブロック長 三好  勇輝 株式会社アイルリンク 

広島県ブロック長 神田  久司 日本基準寝具株式会社 

香川県ブロック長 増田  浩三 有限会社ゴトー商事高松 

長崎県ブロック長 海田  努 株式会社カイダ・アイフルケア 

熊本県ブロック長 帆鷲  輝誌男 株式会社ホワシ 

宮崎県ブロック長 藤山  邦男 株式会社ウエルライフ 

鹿児島県ブロック長 岩元  文雄 株式会社カクイックスウィング 

沖縄県ブロック長 佐藤  大介 サトウ株式会社

（敬称略） 

２．全国福祉用具専門相談員協会　ブロック長名簿
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第 1章 総 則 
（名称） 
第 1 条 当法人は、一般社団法人全
国福祉用具専門相談員協会と称する。  
（事務所）  
第2条 当法人は、主たる事務所を、
東京都港区に置く。 
2.当法人は、理事会の決議を経て、
従たる事務所を必要な地に置くこと
ができる。
（目的）
第 3 条 当法人は、介護保険法に規
定される福祉用具専門相談員の職業
倫理を確立し、社会的地位及び資質
の向上に努めるとともに、我が国の
福祉用具サービス等の普及、発展を
目指し、国民の福祉の向上に寄与す
ることを目的とする。
（事業）
第 4 条 当法人は、前条の目的を達
成するため、次の事業を行う。
(1) 福祉用具専門相談員等の職務

に関する知識、技能の向上に関
する研修

(2) 福祉用具専門相談員等の倫理、
及び資質の向上に関する普及
啓発

(3) 福祉用具専門相談員等が必要
としている情報の提供

(4) 福祉用具サービス等の普及、発
展に関する調査及び研究

(5) その他当法人の目的を達成す
るために必要な事業

（公告） 
第 5 条 当法人の公告は、当法人の
主たる事務所の公衆の見やすい場所
に掲示する方法とする。 
第 2 章 会員 
（法人の構成員） 
第 6 条 当法人に次の会員を置く。 
(1) 正会員
A会員／介護保険法施行令（平成 10
年政令第 412 号）第 4条の第 1項九
号の規定による者（福祉用具専門相
談員指定講習の修了者）であって、
当法人の目的に賛同して入会した者
B会員／専門的有資格者（介護保険法
施行令第 4条の第 1項一から八号に
該当する職種）であって、当法人の
目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛

助するため入会した個人又は
団体

(3) 特別会員 福祉用具サービス
の普及、発展に貢献のあった者、
又は学術経験者

(4) FJC会員 福祉住環境コーディ
ネーター検定試験合格者

2．前項の会員のうち正会員、FJC会
員をもって一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律（以下「一般法
人法」という）上の社員とする。 

（社員の資格の取得及び喪失） 
第 7 条 当法人の社員はおおむね正
会員、FJC会員の 50人の中から 1人
の割合をもって選出される代議員を
もって一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律（以下「法人法」と
いう。）上の社員とする。（代議員制
の定数の取扱については、理事会で
別に定める） 
2.代議員は、理事または監事と兼ね

ることができない。
3.代議員の選出方法は、理事会にお

いて別に定める方法による。
4.正会員、FJC会員は、代議員選挙に
立候補することができる。
5.代議員選挙において、正会員、FJC
会員は他の正会員、FJC会員と等しく
代議員を選挙する権利を有する。
6.代議員の任期は、2年とし、再任を

妨げない。
7.前項の規定にかかわらず、任期満
了時において、代議員が社員総会議
決の取り消しの訴え、解散の訴え、
責任追及の訴え及び役員解任の訴え
（法人法第266条第1項、第268条、第
278条、第284条）を提起している場
合（同法第278条第1項に規定する訴
えの提起の請求をしている場合を含
む。）には、当該訴訟が終結するま
での間、当該代議員は社員たる地位
を失わない。（当該代議員は、役員
の選任及び解任（同法第63及び70条）
並びに定款変更（同法第146条）につ
いての議決権を有しないこととす
る。)
8.代議員が欠けた場合又は代議員の
員数を欠くことになる時に備えて、
補欠の代議員を選出することができ、
その選出方法は、理事会において別
に定める方法による。補欠の代議員
の任期は、任期の満了前に退任した
代議員の任期の満了する時までとす
る。
9.代議員の解任については第32条の
規定を準用する。
10.代議員が正会員、FJC会員たる資
格を喪失した時は、代議員たる資格
も同時に喪失する。

（正会員の権利） 
第8条 正会員、FJC会員は、法人法
に規定された次に掲げる社員の権利 

を、代議員と同様に当法人に対して
行使することが出来る。 
(1) 法人法第14条第2項の権利（定

款の閲覧等）
(2) 法人法第32条第2項の権利（社

員名簿の閲覧等）
(3) 法人法第57条第4項の権利（社

員総会の議事録の閲覧等）
(4) 法人法第50条第6項の権利（社

員の代理権証明書等の閲覧等）
(5) 法人法第51条第4項及び第52条

第5項の権利（議決権行使記録
の閲覧等）

(6) 法人法第129条第3項の権利（計
算書類等の閲覧等）

(7) 法人法第229条第2項の権利（清
算法人の貸借対照表等の閲覧
等）

(8) 法人法第246条第3項、第250条
第3項及び第256条第3項の権利
（合併契約等の閲覧等）

（入会）  
第 9 条 正会員、賛助会員、特別会
員、及び FJC 会員として入会しよう
とする者は、所定の様式により申し
込みを行い、理事会の承認を得なけ
ればならない。 
（入会金及び会費） 
第 10 条 正会員は、理事会において
別に定める入会金及び会費を納入し
なければならない。 
2.賛助会員は、理事会において別に
定める賛助会費を納入しなければな
らない。
3.特別会員は、入会金及び会費は無
料とする。
4．FJC会員は、理事会において別に
定める入会金及び会費を納入しなけ
ればならない。
（会員の資格喪失）
第11条 会員が次の各号のいずれか
に該当する場合には、その資格を喪
失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け

た場合、又は会員である団体が
消滅したとき

(3) 成年被後見人又は被保佐人に
なったとき

(4) 正当な理由がなく会費を 2年以
上納入しなかったとき

(5) 除名されたとき
（退会）
第 12 条 正会員、賛助会員、特別会
員、及び FJC 会員は、理事会の決議
を経て、理事長が別に定める退会届
を提出して、任意に退会することが
できる。ただし、1か月以上前に当法

３．一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会　定款
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人に対して予告をするものとする。 
（除名） 
第 13 条 会員が、次の各号のいずれ
かに該当する場合には、総会の特別
決議によって除名することができる。
この場合、その会員に対し、決議の
前に弁明の機会を与えなければなら
ない。 
(1) 本定款その他の規則に違反し

たとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目

的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事

由があるとき
（会員名簿） 
第 14 条 当法人は、会員の氏名又は
名称及び住所を記載した会員名簿を
作成する。 
（拠出金品の不返還）  
第 15 条 既納の入会金、会費及びそ
の他の拠出金品は、返還しない。  
第 3 章 社員総会 
（種別） 
第 16 条 当法人の総会は、定時社員
総会及び臨時社員総会とする。 
2．前項の総会をもって一般法人法上
の社員総会とする。 

（構成） 
第17条 社員総会はすべての代議員
をもって構成する。 
2.社員総会には代議員以外の他の会
員も参加できるものとする。
（権限）
第 18 条 社員総会は、次の事項につ
いて決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書並

びにこれらの附属明細書の承
認

(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものと

して法令又は本定款で定めら
れた事項

（開催） 
第 19 条 定時社員総会は、毎事業年
度の終了後 3 か月以内に開催する。 
2．臨時社員総会は、次の各号のいず
れかに該当する場合に開催する。 
(1) 理事会が必要と認め招集の請

求をしたとき
(2) 代議員の 5分の 1以上から会議

の目的である事項及び招集の
理由を記載した書面により、招
集の請求があったとき

（招集） 
第 20 条 社員総会の招集は、法令に
別段の定めがある場合を除き、理事

会の決議に基づき理事長が招集する。 
2．理事長は、前条の規定による請求
があったときは、その日から 30日以
内に臨時総会を招集しなければなら
ない。 
3．社員総会の招集通知は、会日より
14日前までに各代議員に対して発す
る。ただし、すべての代議員の同意
があるときは、書面又は電磁的方法
による議決権の行使を認める場合を
除き、その招集手続を省略すること
ができる。 
（議長） 
第 21 条 社員総会の議長は、社員総
会においてその都度代議員の中から
選出する。 
（議決権） 
第 22 条 代議員は、社員総会におい
て各１個の議決権を有する。 
（決議） 
第 23 条 社員総会の決議は、法令又
は定款に別段の定めがある場合を除
き、代議員現在数の議決権の過半数
を有する代議員が出席し、出席した
代議員の議決権の過半数をもって行
う。 
2．前項の規定にかかわらず、次の決
議は、代議員現在数の半数以上であ
って代議員現在数の議決権の 3分の
2以上に当たる多数をもって行う。 
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事由
3.理事又は監事を選任する議案を決
議する場合には、候補者ごとに第１
項の決議を行わなければならない。
4．理事又は代議員が、社員総会の開
催に替えて社員総会の決議の目的で
ある事項について提案した場合にお
いて、その提案について、代議員の
全員が書面又は電磁的記録により同
意の意思表示をしたときは、その提
案を可決する旨の総会の決議があっ
たものとみなす。
（書面による議決権行使）
第24条 社員総会に出席できない代
議員は、議決権行使書をもって議決
権を行使することができる。この場
合においては、その議決権の数を前
条の議決権の数に算入する。
（議決権の代理行使）
第 25 条 代議員は、委任状その他の
代理権を証明する書面を理事長に提
出して、代理人によって議決権を行
使することができる。この場合にお
いて第 23条の適用については、その
代議員は出席したものとみなす
（議事録）
第26条 社員総会の議事については、

法令の定めるところにより議事録を
作成しなければならない。 
第４章 役 員 
（種類及び定数）  
第 27 条 当法人に次の役員を置く。  
(1) 理事  15人以上 30人以内  
(2) 監事  2人以内  
2．理事のうち、1人を理事長、3人
以内を副理事長とする。 
3．前項の理事長をもって一般法人法
上の代表理事とし、副理事長をもっ
て同法第 91条第 1項第 2号の業務執
行理事とする。 
（選任等）  
第 28 条 理事及び監事は、社員総会
の決議によって正会員の中から選任
する。 ただし、必要があるときは正
会員以外のものから選任することを
妨げない。 
2．理事長及び副理事長は、理事会の
決議によって理事の中からこれを定
める。 
（理事の職務・権限）  
第 29 条 理事は理事会を構成し、法
令及びこの定款で定めるところによ
り、当法人の業務を執行する。 
2．理事長は、当法人を代表し、法人
の業務を統括する。  
3．副理事長は、理事長を補佐し、こ
の法人の業務を執行する。 
4．理事長は毎事業年度に 4 か月を超
える間隔で 2 回以上、自己の職務の
執行の状況を理事会に報告しなけれ
ばならない。 
（監事の職務・権限） 
第 30 条 監事は、理事の職務の執行
を監査し、法令で定めるところによ
り、監査報告を作成する。 
2．監事は、いつでも、理事及び使用
人に対して事業の報告を求め、当法
人の業務及び財産の状況の調査をす
ることができる。  
（役員の任期）  
第31条 理事及び監事の任期は選任
後 2年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時社員総会
の終了のときまでとし、再任を妨げ
ない。 
2．補欠として選任された理事又は監
事の任期は、前任者の残任期間とす
る。 
3．理事又は監事は、第 27条に定め
る定数に足りなくなるときは、辞任
又は任期満了後においても、後任者
が就任するまでの間、その職務を行
わなければならない。 
（役員の解任）  
第32条 理事及び監事が次の各号の
いずれかに該当するときは、社員総
会において、解任することができる。
ただし監事を解任する場合は、代議

30



員の半数以上であって、出席した代
議員の 3分の 2以上の決議に基づい
て行われなければならない。 
(1) 心身の故障のため職務の執行

に堪えられないと認められる
とき。

(2) 職務上の義務違反その他役員
としてふさわしくない行為が
あると認められるとき。

（報酬等）  
第33条 理事及び監事に対して報酬
を支給することができる。  
2．理事及び監事には費用を弁償する
ことができる。  
3．前 2項に関し必要な事項は、理事
会の決議を経て、理事長が別に定め
る。 
（特別顧問・顧問）  
第 34 条 当法人に特別顧問・顧問を
置くことができる。  
2．特別顧問・顧問は、専門的な事項
に関して必要な助言をすることを職
務とし、理事会の推薦により理事長
が委嘱する。 
（責任の一部免除） 
第 35 条 当法人は、役員の一般法人
法第 111条第 1項の賠償責任につい
て、法令に定める要件に該当する場
合には、総会の特別決議によって、
賠償責任額から法令に定める最低責
任限度額を控除して得た額を限度と
して、免除することができる。 
第 5 章 理事会 
（構成）  
第 36 条 当法人に理事会を置く。 
2．理事会は、すべての理事をもって
構成する。  
（権限）  
第 37 条 理事会は、次に掲げる職務
を行う。  
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
（招集）
第 38 条 理事会は、理事長が招集す
る。
2．理事長が欠けたとき又は理事長に
事故があるときは各理事が理事会を
招集する。
3．理事会を招集するときは、会議の
日時、場所、目的その他必要な事項
を記載した書面をもって、理事会の
日の 7日前までに、各理事及び各監
事に対してその通知を発しなければ
ならない。
（議長）
第 39 条 理事会の議長は、理事長が
これに当たる。
（決議）
第 40 条 理事会の決議は、決議につ
いて特別の利害関係を有する理事を

除く理事の過半数が出席し、その過
半数をもって行う。 
2．前項の規定にかかわらず、一般法
人法第96条の要件を満たしたときは、
理事会の決議があったものとみなす。 
（議事録） 
第 41 条 理事会の議事については、
法令で定めるところにより、議事録
を作成する。 
2．出席した理事長及び監事は、前項
の議事録に署名し、又は記名押印す
る。 
第 6 章 資産及び会計 
（事業年度）  
第 42 条 当法人の事業年度は、毎年
4月 1日から翌年 3月 31日までとす
る。 
（事業報告及び決算） 
第43条 事業報告及び決算について
は、毎事業年度終了後、理事長が次
の書類を作成し、監事の監査を受け
たうえで、理事会の承認を経て、定
時社員総会に提出し、第 1項及び第 2
項の書類についてはその内容を報告
し、第 3項から第 5号までの書類に
ついては承認を受けなければならな
い。 
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の

附属明細書
2．前項の書類のほか、監査報告を主
たる事務所に 5年間備え置くととも
に、定款、正会員名簿を主たる事務
所に備え置くものとする。 
第７章 基 金 
（基金の拠出） 
第 44 条 当法人は、正会員又は第三
者に対し、一般法人法第 131条に規
定する基金の拠出を求めることがで
きるものとする。 
（基金の募集） 
第 45 条 基金の募集、割当て及び払
込み等の手続については、理事会が
決定するものとする。 
（基金の拠出者の権利） 
第 46 条 拠出された基金は、基金拠
出者と合意した期日までは返還しな
い。 
（基金の返還の手続） 
第 47 条 基金の拠出者に対する返還
は、返還する基金の総額について定
時総会における決議を経た後、理事
会が決定したところに従って行う。 
第 8 章 ブロック組織、支部組織 
（ブロック）  
第 48 条 当法人は、地域組織として
都道府県を単位としたブロックを置
くものとする。 

（ブロック規程） 
第49条 ブロックにブロック長１人
を置く。 
2．ブロック長、並びにブロックに関
する基本的な事項はブロック規程を
もって定める。 
3．ブロック規程は、理事会の決議を
経なければ、これを定め、又は変更
することができない。 
（支部組織） 
第 50 条  当法人に、理事会の決議を
経て、ブロックを構成単位とした支
部を置くことができる。 
2．支部の区割りは、理事会で別に定
める。 
（支部長） 
第 51 条 支部に支部長１人を置く。 
2．支部長は、理事会において別に定
める方法により、ブロックに所属す
る会員の中から選出する。 

第 9 章 定款の変更及び解散 
（定款の変更）  
第 52 条 当法人は、社員総会の決議
によって定款を変更することができ
る。  
（解散）  
第 53 条 当法人は、社員総会の決議
その他法令で定められた事由により
解散する。  
（残余財産の処分等） 
第 54 条 当法人が解散する時は、残
余財産は、国もしくは地方公共団体、
公益社団法人又は公益財団法人もし
くは公益社団法人の認定等に関する
法律第 5条第 17号イからトまでに掲
げる法人又はその目的と類似の目的
を有する他の一般社団法人もしくは
一般財団法人に帰属する。  
2．当法人は、剰余金の分配を行わな
い。 
第 10 章 事務局 
（設置等）  
第55条 当法人の事務を処理するた
め、事務局を設置する。  
2．事務局には、事務局長及び所要の
職員を置く。  
3．事務局長及び職員は、理事長が任
免する。  
4．事務局の組織及び運営に関し必要
な事項は、理事会の決議を経て理事
長が別に定める。  
第 11 章 雑 則 
（委任）  
第56条 この定款に定めるもののほ
か、当法人の運営に必要な事項は、
理事会の決議を経て、理事長が別に
定める。  
附 則 
（最初の事業年度） 
第 1 条 この法人の設立当初の事業
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年度は、第40条の規定にかかわらず、
この法人の成立の日から平成 23年 3
月 31日までとする。 
（法令の準拠） 
第2条 本定款に定めのない事項は、
すべて一般法人法その他の法令に従
う。 
（設立時の社員の氏名又は名称及び
住所） 
第 3 条 当法人の設立時の社員の氏
名又は名称及び住所は、次の通りで
ある。(以下略） 
（設立時の理事、代表理事） 
第 4 条 当法人の設立時の理事、代
表理事は次の通りである。(以下略） 
（設立時の監事） 
第 5 条 当法人の設立時の監事は次
の通りである。(以下略） 
附 則 
（定款変更） 
第 1条 この定款は、平成 24年 5月
29日より施行する。 
第 2条 第 21 条の第 4項中「理事又
は正会員が、」の後に「総会の開催に
替えて」を加え、「過半数」を「全員」
に改める。 
第 3条 第 24 条の「し、議長及び出
席した理事がこれに記名押印するも
のとする。」を「しなければならな
い。」に改める。 
第 4 条 第 31 条の「無報酬とする。
但し、常勤の役員に対しては、総会
において別に定める総額の範囲内で、
総会において別に定める報酬等の支
給の基準に従って算定した額を報酬
等として支給することができる。」を
「に対して報酬を支給することがで
きる。」に改める。 
附 則 
（定款変更） 
第 1条 この定款は、平成 25年 5月
30日より施行する。 
第 2条 第 9 条の第 4項中「3年」を
「2年」に改める。 
第 3条 第 17 条の第 1項中「2か月」
を「3か月」に改める。 
第 4条 第 25 条の第 1項中「3人以
上」を「15人以上」に改める。 
第 5条 第 27 条の第 4項中「3か月
に 1回以上」を「毎事業年度に 4か
月を超える間隔で 2回以上」に改め
る。 
附 則 
（定款変更） 
第 1条 この定款は、平成 26年 6月

19日より施行する。 
第 2条 第 29 条の第 3項中に「第 25
条に定める定数に足りなくなるとき
は、」の 
附 則 
（定款変更） 
第 1条 この定款は、平成 28年 4月
1日より施行する。 
第 2条 第 6 条第 1項（1）中「第 3
条の 2第 1項十号」を「第 4 条の第 1
項九号」に改める。同．「第 3条の 2
第 1項一から九号」を「第 4 条の第 1
項一から八号」に改める。 
附 則 
（定款変更） 
第 1条 この定款は、平成 29年 6月
20日より施行する。 
第 2条 第 7 条「社員の資格の取得
及び喪失」を加筆する。 
第 3条 第 8 条「正会員の権利」を
加筆する。 

第 16 条「定時総会」は「定
時社員総会」、「臨時総会」は「臨時
社員総会」に改める。 
第 4条 第 17 条「総会」を「社員総
会」に、「正会員」を「代議員」に改
める。第 2項「社員総会には代議員
以外の他の会員も参加できるものと
する」を加筆する。 
第 5条 第 18 条「総会」を「社員総
会」に改める。 
第 6条 第 19 条「定時総会」は「定
時社員総会」、「臨時総会」は「臨時
社員総会」に改める。第 2 項、「10
分の 1」を「5 分の 1」に改める。 
第 7条 第 20 条「総会」を「社員総
会」に改める。第 3項、「総会」を「社
員総会」に、「各正会員」を「各代議
員」に、「正会員」を「代議員」に改
める。 
第 8条 第 21 条「総会」は「社員総
会」、「理事長がこれを当たる」は「社
員総会においてその都度代議員の中
から選出する」に改める。 
第 9条 第 22 条「正会員」は「代議
員」に、「総会」は「社員総会」に改
める。 
第 10条 第 23条「総会」は「社員
総会」、「正会員」は「代議員」に改
める。 
第 11条 第 24条「総会」は「社員
総会」、「正会員」は「代議員」に改
める。 
第 12条 第 25条「正会員」は「代
議員」に、「第 21条」は「第 23条」

に改める。 
第 13条 第 26条「総会」を「社員
総会」に改める。 
第 14条 第 28条「総会」を「社員
総会」に改める。 
第 15条 第 31条「定時総会」を「定
時社員総会」に改める。 
第 16条 第 32条「総会」は「社員
総会」、「正会員」は「代議員」に改
める。 
第 17条 第 41条第 2項「理事長及
び監事」は「出席した理事長及び監
事」に改める。 
第 18条 第 43条「定時総会」を「定
時社員総会」に改める。 
第 19条 第 52条「総会」を「社員
総会」に改める。 
第 20条 第 53条「総会」を「社員
総会」に改める。 
附 則 
第 1条 この定款は、平成 31年 4月
1日より施行する。 
第 2条 第 3 条「福祉用具サービス」
を「福祉用具サービス等」に改める。 
第 3条 第 4 条（1）「福祉用具専門
相談員」を「福祉用具専門相談員等」
に、（2）「福祉用具専門相談員」を「福
祉用具専門相談員等」に、（3）「福祉
用具専門相談員」を「福祉用具専門
相談員等」に、（4）「福祉用具専門相
談員」を「福祉用具専門相談員等」
に改める。 
第 4条 第 6 条「（4）FJC会員 福祉
住環境コーディネーター検定試験合
格者」を加筆する。 
第 5条 第 9 条「正会員、賛助会員、
及び特別会員」を「正会員、賛助会
員、特別会員、及び FJC会員」に改
める。 
第 6条 第 10 条「4．FJC会員は、理
事会において別に定める入会金及び
会費を納入しなければならない。」を
加筆する。 
第 7条 第 12条「正会員、賛助会員、
及び特別会員」を「正会員、賛助会
員、特別会員、及び FJC会員」に改
める。 
平成 22年 9月 17日 制定 
平成 24年 5月 29日 改正 
平成 25年 5月 30日 改正 
平成 26年 6月 19日 改正 
平成 27年 6月 23日 改正 
平成 29年 6月 20日 改正 
平成 30年 6月 22日 改正 
令和  2年 6 月 17日 改正 
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